
大阪市福祉局監理対象団体監理委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱（令

和２年１月 23 日制定。以下「条例施行要綱」という。）に基づき、福祉局が

所管する監理対象団体の監理等業務を着実に遂行するため、福祉局に監理対

象団体監理委員会（以下「監理委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条  委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 条例施行要綱、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に

関する指針を定める規程（令和２年２月 10 日制定）及び大阪市外郭団体

の事業経営の評価等に関する指針を定める規程（令和２年２月 10 日制定）

において監理委員会で審議又は審査することとされている事項に関する

こと。 

 (2) その他監理対象団体の監理等業務を着実に遂行するため必要な事項に

関すること。 

（組織） 

第３条 監理委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって

組織する。 

２ 委員長は、福祉局長をもって充てる。 

３ 副委員長、委員、参与及び事務局長は、別表に掲げる職にある者をもって

充てる。 

（委員長の職務） 

第４条 委員長は、監理委員会の所掌事務を総理する。 

（副委員長、委員、参与及び事務局長の職務） 

第５条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

２ 副委員長、委員、参与及び事務局長は、監理委員会の所掌事務について、

委員長を補佐する。 

３ 監理委員会の庶務は、事務局長が行う。 

（会議の運営） 

第６条 監理委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 監理委員会の会議は、委員長が必要と認める場合に、第３条第１項に規定

する者以外の者の出席を求めることができる。 

３ 監理委員会の会議の運営に必要な事項は、委員長が定める。 

（施行の細目） 

第７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和３年１月 27日から施行する。 

２ 大阪市福祉局外郭団体監理委員会設置要綱（平成 18年 12月 20日制定）は

廃止する。 

 



別表 

 

 副委員長  福祉局理事 

 

委員    福祉局総務部長 

福祉局生活困窮者自立支援室長 

 

参与    福祉局総務部経理・企画課長 

福祉局総務部人事・勤務条件担当課長 

福祉局生活福祉部自立支援課長 

 

 事務局長  福祉局総務部総務課長（外郭団体監理主幹） 

 


